
 

 

 

 

 

 

 

 

 

町営住宅募集住戸（４部屋） 

 

 

 

 

○申し込み資格 

 

以下の要件を満たす方です。また、1 世帯につき 1 住宅となります。 

１． 現在同居している、又は同居しようとする親族がある方（３ヶ月以内に結婚、同居す

る婚約者を含む。） 

町営住宅に単身で入居を希望する方でも、一定の条件を満たせば申込できます。詳し

くは、お問い合わせください。 

 

２． 住宅に困窮していることが明らかな方 (自己都合、申込者または同居予定の方が住宅を

所有している場合は原則として申し込むことはできません。） 

住 宅  棟  階数 家賃(円) 間取り 

ひばりヶ丘団地 

 

（壬生町大字壬生丁 281） 

国谷駅まで徒歩約 7 分 

2 号棟 4 階 
12,700～ 

18,900円 

3 K  

(49.9㎡) 

4 号棟 
１階 

2 階 

14,500～ 

21,600円 

3 K  

(54.9㎡) 

下台団地 

 

（壬生町駅東町 4 番 24 号） 

壬生駅まで徒歩約 5 分 

2 号棟 1 階 
15,800～ 

23,500円 

3 K  

(54.9㎡) 

駐 車 場 は １ 世 帯 に １ 台 で す 。  

給 湯 器 ・ 浴 槽 ・ 風 呂 釜 ・ エ ア コ ン ・ ガ ス 台 ・ 居 室 照 明 器

具 は あ り ま せ ん 。  

家 賃 は あ く ま で 予 定 で す 。 家 賃 算 定 の 結 果 、 こ の 範 囲 よ

り 高 く な る 可 能 性 も あ り ま す 。  

家 賃 の ほ か 共 益 費 が か か り ま す 。  

家 賃 の 金 額 は 、 所 得 に よ っ て 決 ま り ま す 。  

受付期間 令和８年７月１０日(金)から２３日(木)まで(土日祝を除く） 

受付時間 午前８時 30分から午後 5 時 00 分まで 

受付場所 壬生町役場建設課住宅係 



 

３． 市町村税を滞納していない方  

４． 暴力団員でない方(同居者も含みます)  

５． 所定の計算方法により算出した世帯全員の所得額が次の金額以下である方 

 

 

 

※障がい者のいる世帯、未就学児のいる世帯など 

 

 

○注意事項 

 
１． 給湯器、浴槽、風呂釜、エアコン、ガス台、居室照明器具はついていません。個人で

設置していただいております。 

２． 駐車場は１世帯に 1台です。 

３． 入居の際は家賃 2 ヶ月分の保証金支払いと、連帯保証人１名の届出が必要になります。

連帯保証人は壬生町に居住している方、または県内に居住している親族の方です。 

４． 町営住宅はペットの飼育はできません。 

５． 入居は令和 8 年８月以降になります（事務手続きの都合上前後する可能性があります）。 

６． 各募集住宅に対して応募者多数である場合は抽選となります。抽選会は、令和８年７

月２４日(金)10：00 に行う予定です。 

抽選会には申込者本人、同居予定の家族又は委任を受けた方の出席をお願いしており

ます。欠席の場合は辞退とみなします。 

  

 

○申込みに必要な書類  

 
１． 町営住宅入居申込書（所定の様式） 

申込用紙は建設部建設課で令和 8 年 7 月 10 日（金）から配布します。 

２． 世帯全員の住民票（続柄の表示があるもの） 

現在の同居家族全員の住民票、また、婚約者の方等も同様です。 

３． 世帯全員の所得を証明する書類 

収入が分かる書類（住民税決定証明書、所得証明書など）を提出してください。 

また、生活保護を受けている方については、それを証明する書類となります。 

４． 居住地の市町村税の完納証明書 

壬生町外からの申込を希望される方も、現居住地の役所で発行される未納がないこと

を証明する書類が必要となります。  

 

★ 上記以外にも必要に応じて書類を提出していただくことがあります。 

★ 入居申込書は、必ず本人またはご家族の方が提出してください。 

 

 

世 帯 の 区 分 世帯全員の月あたり所得額 

一 般 世 帯 158,000 円以下 

裁量階層世帯※ 214,000 円以下 

問い合わせ先 

壬生町建設部建設課住宅係  

℡0282-81-1849 


